
 

河川整備計画策定専門家委員会設置要綱 

 

（名称） 

第１ 「河川整備計画策定専門家委員会」（以下「委員会」という。） 

 

（設置） 

第２ 平成９年６月の河川法の改正に伴い、東京都が管理する河川について、具体的な河川整備

に関する事項等を定める「河川整備計画」の策定や変更にあたり、専門的知見を聴取することを

目的に委員会を設置する。 

 

（定義） 

第３ 委員会の委員は、河川整備計画（案）に関する事項について、河川管理者に対して意見、

助言を述べることができる。 

２ 委員は、各々の専門的知見をもとに独立した立場で意見、助言を行うことを基本とする。 

 

（組織） 

第４ 委員会は、別表１に揚げる委員をもって構成する。 

２ 委員の任期は、２年とし、再任することができる。ただし、委員が欠けた場合における補欠

の委員の任期は、前任者の在任期間とする。 

 

（運営） 

第５ 委員会は、事務局が招集する。 

２ 前項に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、事務局が定める。 

 

（事務局） 

第６ 委員会の事務局は、東京都建設局河川部計画課に置く。 

 

（雑則） 

第７ この規約に定めるもののほかは、委員会に諮り定めるものとする。 

 

附則 

この要綱は、平成１５年 ３月１２日から施行する。 

        平成２０年 ３月２１日 一部改正 

        平成２１年 ９月１７日 一部改正 

        平成２４年 ２月 １日 一部改正 

        平成２６年１０月 １日 一部改正 

        平成２７年 ７月１０日 一部改正 

        平成２８年 ９月３０日 一部改正 

平成２９年１０月２７日 一部改正 

平成３０年 ９月１４日 一部改正 

令和 ４年 １月２０日 一部改正 

令和 ５年１０月１７日 一部改正 


